
　　　　※登録をしているかの確認はマイナポータルでできます。

https://myna.go.jp/

  取得方法 https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/

  登録方法 https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html 

 利用方法

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/mainahokensho/campaign2024/

三菱瓦斯化学健康保険組合

「健康保険証」について

～健康保険証の廃止とマイナ保険証～

令和６年１２月２日以降、健康保険証の新規発行は終了します。

※氏名変更や紛失などの場合も再発行されません。

現在お持ちの健康保険証は、令和７年１２月１日まで経過措置で使用できます。

破棄せずにお持ちください。

※１年間の経過措置の間に資格喪失した場合は使用できません。従来どおり返却ください。

令和７年１２月２日からは健康保険証は使用できません。

※返却は不要です。自身の責任で破棄願います。

以降は「マイナ保険証」をご使用ください。

※マイナ保険証をお持ちでない方へは「資格確認書」を発行します。

マイナ保険証とは

マイナンバーカードに健康保険証利用の登録をしたものをいいます。

■マイナ保険証をお持ちの方

⇒ すでに健康保険証として利用可能ですので、積極的にご利用ください！

■マイナンバーカードをお持ちでない方

⇒ マイナンバーカードを取得し、健康保険証利用登録をお願いします。

「マイナ保険証」利用について、下記のとおりご準備をお願いいたします
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医療機関や処方せん薬局で

マイナ保険証を利用する方法

マイナ保険証を利用することで、

限度額額適用認定証の発行手続きなしで、高額療養費の

限度額を超える支払いが免除されます。
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登録方法 https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

■マイナンバーカードは持っているが健康保険証利用登録をしていない方

⇒ 健康保険証利用の登録をお願いします。
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医療機関・薬局のカードリーダーで

健康保険証利用の登録をする方法

医療機関・薬局のカードリーダーや

セブン銀行のＡＴＭでも申込できるよ！
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1.マイナンバーカード総合サイト（国外転出者向け申請・受取方法）

https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/procedure/

2.マイナンバーカード総合サイト（マイナンバーカードを国外で利用する）

https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/

令和７年１２月２日以降

「マイナ保険証」を持っていない人はどうなるの？

マイナ保険証をお持ちでない方へは、必要な保険診療が受けられるように、保険証に

代わる「資格確認書」を健康保険組合が申請なしで交付します。

（現行の健康保険証をお持ちの方へは、令和７年１１月下旬に配布）

現行の健康保険証と同様に、医療機関等の窓口に提示して受診してください。

※マイナ保険証をお持ちの方で、マイナンバーカードの紛失や更新手続き中、介護者

等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方は、申請により

「資格確認書」を交付します。

国外居住でマイナンバーカードがありません

どうしたらよいでしょうか

１．国外転出時にマイナンバーカードを失効している方、またマイナンバーカードを取得し

ていない国外居住の方も居住国内の大使館等在外公館や、本籍地市区町村等で新規交付申請

ができます。

居住国内の在外公館、本籍地市区町村等に郵送または来庁して提出

⇒交付通知メールを受信 ⇒ 在外公館、市区町村役場で受け取る

２．これから国外転出される方

国外転出前に「国外転出者向けマイナンバーカード」に切替えることで、継続して利用

できます。

国外転出届提出時に、「マイナンバーカード及び個人カード国外継続利用申請書」を提出

⇒市区町村で住所記録の変更処理と国外転出者向けの電子証明書が発行される

継続利用ができ、健康保険証利用登録済であれば一時帰国時にマイナ保険証として使用でき

ます。
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　　マイナポータルサイト https://services.digital.go.jp/mynaportal/ 

　　マイナポータルアプリ

マイナンバーカードの保険証利用の登録を

しているか忘れてしまいました。

行政手続きオンライン窓口の

「マイナポータル」で確認ができます。

（行政手続きオンライン窓口）

マイナポータルについて

「マイナポータル」でできること

１．マイナンバーカードの健康保険証利用登録状況の確認

利用登録をしていることを忘れている方が多く見受けられますので、ぜひ一度ご本人で

確認をお願いします。

２．資格情報の確認と画面の提示

下記の資格情報が確認できます。

保険者名（健康保険組合名）、保険者番号、記号、番号、枝番、氏名

医療機関・薬局等の窓口で、マイナ保険証によるオンライン資格確認を行おうとした際

に、マイナンバーカードのICチップの破損や機器トラブル等によりオンライン資格確認

ができない場合、スマホの資格情報画面を提示することにより、自己負担分３割等の保

険診療を受けられます。

※画面をPDFで保存することも可能です。

３．その他

自身の所得・地方税、行政機関からのお知らせ等情報を確認できたり、子育てや介護の行政

手続き等がワンストップでできるサービスです。

Android
Google Play

ios
APP Store

！

6

https://services.digital.go.jp/mynaportal/


①マイナポータルアプリを開き ②パスワードを入力し

登録・ログインをタップ マイナンバーカードを読み取る

③ログインが完了するとサイトが開く ④マイナンバーカード利用の登録情報が

健康保険証をタップ 表示される

マイナンバーカードの健康保険証利用の登録確認方法

東京都千代田区

登録済
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④マイナンバーカード利用の登録情報が

表示される

⑤「端末に保存」をタップすると この画面をマイナ保険証とあわせて提示する

PDFで保存される

マイナポータルで資格情報を確認、画面保存をする方法

123456

ｹﾝﾎﾟ ﾀﾛｳ

健保 太郎

123456
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マイナンバーカードの「電子証明書」有効期限について

マイナンバーカードの有効期限 ⇒ １０年

マイナンバーカードの「電子証明書」の有効期限 ⇒ ５年

マイナンバーカードの有効期限は、発行日から申請者の１０回目の誕生日（マイナン

バーカード発行時に１８歳未満の方は５回目の誕生日）ですが、

マイナンバーカードに書き込まれた「電子証明書」は全て方について５回目の誕生日

が有効期限となっています。

有効期限が過ぎた場合には、健康保険証等やe-Tax等の電子申請やコンビニ交付に使え

なくなりますので、住民票のある市区町村の窓口で更新手続（無料）が必要です！

※電子証明書の更新はオンラインではできません。

現在、マイナ保険証をお持ちでも「電子証明書」の有効期限切れで使用できない状況

の方がいらっしゃいますので、ご確認のうえ更新手続きをお願いいたします。

有効期限を迎える方へ地方公共団体情報システム機構から「有効期限通知書」が届き

ます。更新手続きの詳細については、市区町村のホームページで確認、またお電話で

お問い合わせください。

！
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